
計画地

①

②

③

地区面積 構造

住宅棟１ 約１４２ｍ

住宅棟２ 約１３９ｍ

業務棟 約３７ｍ

公益施設棟 約２２ｍ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

地区幹線２号 ４～７ｍ【１２ｍ】 約４０ｍ 拡幅整備

地区幹線３号 ６．５ｍ【１２ｍ】 約２２５ｍ 拡幅整備

地区幹線４号
１０．２５～１１．７５ｍ
【１２～１３．５ｍ】 約６０ｍ 拡幅整備

区画道路１号 ４～８ｍ【８ｍ】 約１８０ｍ 拡幅整備

街
区

建築面積
延べ面積
（容積対象）

建築物の
高さの限度

壁面の
位置の限度

1 約８，５００㎡
約１２５，９００㎡
（約９２，９５０㎡）

高層部：１４３ｍ
低層部：４０ｍ
（高さの制限につ
いてはTPからの
高さとする。）

　４ｍ
　６ｍ
１３ｍ

建築敷地面積

1 約１４，３００㎡

都市計画決定

種　類
容積率の
最高限度

建ぺい率の
最高限度

容積率の
最低限度

都市再生特別地区
（大崎駅西口Ａ地区） ６５０％ ６０％ ４００％

都市計画決定

約１．８ｈａ
２００㎡

（ただし公益上必要な建築物に
ついてはこの限りでない）

平成１７年３月１１日　東京都告示３３１号

平成１４年９月２７日　品川区告示第３３７号
平成１７年３月１１日　品川区告示第９２号（変更）

３　都市再生特別地区

面　積 建築面積の最低限度

建築物の整備

主要用途

住宅施設、商業施設、業務
施設、公益施設、駐車場施
設

建築敷地の整備

整備計画 備考

駅施設と施設建築物とを接続する歩行者デッ
キを設け、歩行者の利便性、快適性、を確保
する。敷地の道路に面する部分に歩道状空地
を設け、歩行者の安全性、快適性を確保する。
敷地の一部に広場状空地を設け、市街地環境
の向上を図る。植栽等による緑豊かな街並み
の形成を図る。

住宅建設の目標
約１，１２０戸
約７２，５００㎡
駐車場台数約５９０台

公共施設の配置
及び規模

備考

道
路

【　】内は全幅
員

公益施設棟 地上　２階／地下２階

２　都市計画の内容

大崎駅西口中地区
第一種市街地再開発事業

約１．８ｈａ

約１．８ｈａ
鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造

階数

住宅棟１ 地上３９階／地下１階

高さ
住宅棟２ 地上３８階／地下１階

業務棟 地上　７階／地下１階

計画の概要

東京の副都心として位置づけられ、都市再生緊急整備地域に指定されている大崎駅周辺地域
（約６０ｈａ）の南端に位置し、大崎駅西口地区地区計画区域の一部を成す。住宅、業務、商業
等の既存機能の再編整備を進め、副都心にふさわしい機能集積と適切な機能分担を行う。

西口他地区と協調した道路、歩行者デッキ等の都市基盤施設の整備にあわせて敷地の統合
化を図り、密集市街地を解消して防災拠点性の高い空間づくりを目指す。

周辺の住宅市街地との調和、通りの連続性の確保、権利者の居住継続等を図るため道路沿い
に低層の住宅・店舗を配置しているほか、緑地、広場等のオープンスペースを確保することによ
り憩いと潤いのある環境にも配慮した快適な市街地環境を創出する。

（おおさきえきにしぐちなか）

ＮＯ．１３６　大崎駅西口中地区（組合施行）
１　計画の概要

品川区大崎二丁目地内



名称

位置 面積

位置 面積

名称 幅員 延長 面積

地区幹線２号 １２～２１ｍ 約１８０ｍ －

地区幹線３号 １２～１４ｍ 約３７０ｍ －

地区幹線４号 １２ｍ 約２９０ｍ －

歩道状空地７号 ４ｍ 約７０ｍ －

歩道状空地８号 ４ｍ 約１１０ｍ －

歩道状空地９号 ４ｍ 約１９０ｍ －

位置 面積

名称 幅員 延長 面積

道
路

区画道路１号 ８ｍ 約１８０ｍ －

広場状空地１号 － － 約５５０㎡

広場状空地５号 － － 約３２０㎡

歩行者通路1号 ４ｍ 約５０ｍ －

歩行者通路２号 ４ｍ 約５０ｍ －

歩行者通路５号 ４ｍ 約５５ｍ －

歩行者通路６号 ４ｍ 約５５ｍ －

地区の区分・名称

面積

建築物等の
用途の制限

建築物の容積率
の最高限度

建築物の敷地面
積の最低限度

壁面の位置
の限度

建築物等の高さ
の最高制限

建築物等の形態
又は意匠の制限

都市計画決定

平成１４年９月２７日　東京都告示第１１３５号
平成１６年１月２０日　東京都告示第５２号（変更）
平成１７年３月１１日　東京都告示第３３２号（変更）
平成１７年６月１５日　東京都告示第８７４号（変更）
平成１９年８月２２日　東京都告示第１０９６号（変更）
平成２０年１０月９日　東京都告示第１２６１号（変更）

５００㎡

　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は計画図に示す壁面の位置の制限を越えて建築してはな
らない。ただし、次の各号の一に該当する建築物等はこの限りでない。
(1)道路上に設けられた横断歩道橋又は歩行者デッキと接続する歩行者デッキ及び歩行者デッキ上
に設けられた歩行者の安全性を確保するために必要な上屋、庇の部分その他これらに類する建築
物等の部分。
(2)道路と接続する歩行者用の通路及び車路その他これらに類する用途に供する建築物等の部分。
(3)公益上必要な建築物等で当該建築物の敷地内に存するもの。

-

　屋外広告物は、建築物との一体性、歩行者空間との調和等に配慮した設置位置、形態、
規模、デザイン等とし、良好な都市景観の形成に努める。

Ａ地区

約２．１ｈａ

　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第６項から第９項各号の一
に該当する営業の用に供する建築物は建築してはならない。

-

地区施設の配置
及び規模

（大崎駅西口中地区
に関係する部分の

み）

備考

現道拡幅、一部付替え

そ
の
他
の
公
共
空
地

新設

新設

新設（デッキレベル）

新設（デッキレベル）

新設

新設

新設

新設

地区整備計画

品川区大崎二丁目地内及び大崎三丁目各地内 ７．９ｈａ

品川区大崎二丁目地内及び大崎三丁目各地内 約９．１ｈａ

主要な
公共施設の配置
及び規模

（大崎駅西口中地区
に関係する部分の

み）

備考

道
路

現道拡幅

現道拡幅

現道拡幅、一部付替え

そ
の
他
の

公
共
空
地

新設

大崎駅西口地区地区計画

品川区大崎二丁目地内及び大崎三丁目各地内 約９．１ｈａ

再開発等促進区

４　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）



敷地面積 建ぺい率

延べ面積 容積率

住宅戸数

事業認可 総事業費

年　　月　　日

平成３年５月

平成６年９月

平成１４年９月２７日

平成１７年３月１１日

平成１７年５月１３日

平成１８年８月９日

平成１８年１０月２３日

平成１８年１０月３０日

平成１８年１２月

平成２０年１月２４日

平成２０年１１月５日

平成２１年７月９日

平成２１年９月３０日

平成２１年１２月１８日

平成２２年１２月１７日

平成２３年２月２８日

工事完了公告

事業計画変更

事業計画変更

組合解散認可

建築工事着工

事業計画変更

事業計画変更

事業計画変更

市街地再開発組合設立認可

事業計画変更

権利変換計画認可

権利変換期日

「大崎二丁目８、９番地区開発協議会」設立

「大崎二丁目８、９番地区再開発準備組合」設立

再開発地区計画および市街地再開発事業の都市計画決定告示

都市再生特別地区、地区計画及び市街地再開発事業の都市計画変更告示

平成17年 5月13日東京都告示第772号
平成18年 8月 9日東京都告示第1182号(変更)
平成20年 1月24日東京都告示第71号(変更)
平成20年11月 5日東京都告示第1369号(変更)
平成21年 7月 9日東京都告示第1048号(変更)
平成21年12月18日東京都告示第1630号(変更)
平成22年12月17日東京都告示第1566号(変更)

約４９５億円

６　経緯

内　　　　　　　　　　　　　容

住宅施設２ 住宅、店舗、駐車場

地域貢献施設 公益施設

約１２９，０９０㎡ 約６５０％

用途

業務施設 事務所、駐車場 約１，０８０戸

住宅施設１ 住宅、店舗、駐車場

駐車場 ５５８台

５　事業計画の概要

約　１４，２９０㎡ 約５９．４％



７　位置図

８　区域図



９　完成写真


